
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第３１１号 

事故種類 遊泳者負傷 

発生日時 平成２１年８月１６日（日） １４時５０分ごろ 

発生場所 石川県金沢港西防波堤灯台から真方位１０１°１,７９０ｍ付近 

（概位 北緯３６°３８.４′ 東経１３６°３７.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年１０月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ AMIGO
アミーゴ

、長さ１.９７ｍ 

 ２４４－２１１３５石川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操船者、操縦免許を受有していなかった。 

 死傷者等 操船者 なし 

遊泳者 右腹部挫創 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、平成２１年８月１６日１４時００分ごろ、操船者が１人で乗り

組み、石川県内灘町内灘海水浴場付近を出発し、同海水浴場沖を約５km/h

の対地速力で遊走中、同時５０分ごろ、遊泳者と接触した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４、視界 良好 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、内灘海水浴場沖において遊走中、遊泳者

に気付かずに航行したため、遊泳者と接触したもの

と考えられる。 

 本船は、操船者が無資格で操縦技術が未熟であっ

たため、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、遊泳者に気付かずに航行したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が内灘海水浴場沖において遊走中、操船者が適切な見張

りを行わなかったため、遊泳者に気付かずに航行し、遊泳者と接触したこ

とにより発生したものと考えられる。 

 




